
 

 

新型コロナウイルス感染症に対する、小中学校の臨時休業の考え方（変更） 
 

 

 

 

 

令和 3 年 1 月 14 日現在 

② 市内小中学校の 

児童生徒・教職員が濃厚 

接触者と判明した場合 

保健所の指示を踏まえ、臨時 

休業の実施等ついて判断する 

濃厚接触者となった児童生徒は、 

保健所が指定する日まで、出席停止と

する 

① 市立小中学校で 

児童生徒・教職員に 

感染者が発生した場合 

保健所との協議 

浜 田 市 教 育 委 員 会 

市立小中学校において感染者が判明した場合、判明した感染者の状況、感染者の行動の状況などを総合

的に考慮し、浜田保健所と協議の上、以下の考え方により教育委員会が小中学校の臨時休業等を決定する 

その他、新型コロナウイルス 

感染症に関する事項について

は、保健所の指示・指導に従う 

濃厚接触者となった教職員は、保健所

が指定する日まで出勤させない（特別

休暇等） 

当該校は、原則、臨時休業と 

しない 

校内消毒、保健所の感染者の

行動調査や濃厚接触者調査後

に、保健所の指示・指導に従

い学校再開 

 

保健所との協議 

感染した児童生徒は、保健所が指定 

する日まで、出席停止とする 

感染した教職員は、保健所が指定 

する日まで出勤させない（特別休暇等） 


